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規    則 

 

那覇市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

那覇市規則第38号  

平成28年５月30日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６７０号   2016（平成28）年６月15日 

 791 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６７０号   2016（平成28）年６月15日 

 792 

 

 
 

 

 

 

那覇市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正

する規則（人事課） 

那覇市規則第39号  

平成28年５月30日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市建築基準法の施行に関する規則の一部を改正する規則（建築指

導課） 

那覇市規則第40号  

平成28年５月30日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市建築基準法の施行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市審査基準等の設定及び公表に関する規則の一部を改正する規

則（法制契約課） 

那覇市規則第41号  

平成28年５月30日  

                            公   布   済 

 

 

那覇市審査基準等の設定及び公表に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

平成 28年（2016年）６月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 123 号  

平成 28 年５月 25日  

掲 示 済  

 

 

平成 28年（2016年）６月那覇市議会定例会の招集について 

 

 

平成 28年（2016年）６月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 招 集 の 日   平成 28年６月６日（月） 

 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 
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地縁による団体の告示事項の変更について（まちづくり協働推進課） 

那覇市告示第 139 号  

平成 28 年６月２日  

掲 示 済  

 

 

地縁による団体の告示事項の変更について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の２第１項の認可を受けた地縁に

よる団体について、同条第 11項の規定による告示事項の変更の届出があったので、

同条第 10項の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 名     称  首里赤田町自治会 

 

２ 事務所の所在地  那覇市首里赤田町２丁目 16番地２ 

 

３ 変更があった事項及び内容 

  代表者の変更 

    変更前の代表者の氏名及び住所 

     氏名  佐和田 健治 

     住所  那覇市首里赤田町２丁目 44番地２ 

    変更後の代表者の氏名及び住所 

     氏名  宮城 信 

     住所  那覇市首里赤田町２丁目 28番地 
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平成 28年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）（国

民健康保険課） 

那覇市告示第 148 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

平成 28年（2016年）５月那覇市議会臨時会で議決された平成 28年度那覇市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

平成 28 年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,700,000千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 52,880,524千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

10 諸収入 

 
千円 

1,800,498 

千円 

3,700,000 

千円 

5,500,498 

３ 雑入 1,769,285 3,700,000 5,469,285 

歳 入 合 計 49,180,524 3,700,000 52,880,524 

 

歳 出  

款 項 補正前の額 補正額 計 

12 繰上充用金 

 
千円 

0 

千円 

3,700,000 

千円 

3,700,000 

１ 繰上充用金 0 3,700,000 3,700,000 

歳 出 合 計 49,180,524 3,700,000 52,880,524 
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平成 28年度那覇市一般会計補正予算(第１号)（財政課） 

那覇市告示第 149 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

平成28年(2016年)５月那覇市議会臨時会で議決された平成 28年度那覇市一般会

計補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 28年度那覇市一般会計補正予算(第１号) 

 

 

平成 28年度那覇市の一般会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 71,406千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 143,076,406千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

18 繰入金 
 1,142,205 71,406 1,213,611 

２ 基金繰入金 1,140,210 71,406 1,211,616 

歳  入  合  計 143,005,000 71,406 143,076,406 

 

歳 出                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

２ 総務費 
 9,119,110 71,406 9,190,516 

１ 総務管理費 6,841,734 71,406 6,913,140 

歳  出  合  計 143,005,000 71,406 143,076,406 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６７０号   2016（平成28）年６月15日 

 822 

 

平成 27年度下半期那覇市の財政(平成 28年３月 31日現在)（財政課） 

那覇市告示第 150 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和 27年法律第 292号）第 40条の２第１項の規定により、平成 27年 10月１日から

平成 28年３月 31日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のと

おり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 27年度下半期那覇市の財政(平成 28年３月 31日現在) 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 151 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名  称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

ぴぃぷる薬局 石嶺店 琉球クオール株式会社 
平成28年４月１日 

那覇市首里石嶺町３丁目 31番地 

ぴぃぷる第２薬局 琉球クオール株式会社 
平成28年４月１日 

那覇市小禄一丁目１番 45号 

ぴぃぷる薬局 与儀店 琉球クオール株式会社 
平成28年４月１日 

那覇市樋川一丁目 18番 40号 

Ｊｏｙレディースクリニック

くもじ 
大島 教子 

平成28年５月６日 

那覇市久茂地一丁目８番 16号 ３階 

ハープ薬局 おおのやま店 株式会社 Ｈａｐｃｙ 
平成28年５月１日 

那覇市奥武山町 46番地 りゅうとうビル１階 
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グリーンドラッグ薬局与儀店 株式会社 大賀薬局 
平成28年４月１日 

那覇市字与儀 274番地 

グリーンドラッグ薬局首里店 株式会社 大賀薬局 
平成28年４月１日 

那覇市首里汀良町３丁目 111番地７ 

ひろ耳鼻科・皮膚科・形成外科 松本 博 
平成28年５月６日 

那覇市上之屋一丁目18番36号 沖縄映像センタービル２階 

Ａｚクリニック 医療法人銀河 
平成28年５月12日 

那覇市奥武山町 46番地 りゅうとうビル２階 

ロクト整形Ａｚ 医療法人六人会 
平成28年５月６日 

那覇市奥武山町 46番地 ５階 

訪問看護ステーション   

ぴたさぽ 

株式会社 りゅうせき  

エネプロ 
平成28年５月16日 

那覇市字国場 32番地 

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の休止について（保護管理課） 

那覇市告示第 152 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の休止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

休止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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名   称 
休止年月日 

所 在 地 

医療法人寿仁会 クリニック絆 
平成 28年４月１日 

那覇市寄宮二丁目１番 18号 

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 153 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとお

り廃止の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開設者 

廃止年月日 

所 在 地 

ぴぃぷる薬局 与儀店 有限会社 あんり 

平成 28年４月１日 

那覇市樋川一丁目 18番 40号 

ぴぃぷる第２薬局 有限会社 あんり 

平成 28年４月１日 

那覇市小禄一丁目１番 45号 
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ぴぃぷる薬局 石嶺店 有限会社 あんり 

平成 28年４月１日 

那覇市首里石嶺町３丁目 31番地 

グリーンドラッグ与儀店 
株式会社グリーン 

ドラッグ 
平成 28年４月１日 

那覇市字与儀 274番地 

株式会社グリーンドラッグ

薬局首里店 

株式会社グリーン 

ドラッグ 
平成 28年４月１日 

那覇市首里汀良町３丁目 111番地７ 

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 154 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

ヘルパーステーションよりそい 

（訪問介護、介護予防訪問介護） 
平成27年11月30日 

那覇市辻二丁目７番４号 
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デイサービスひめゆり 

（通所介護、介護予防通所介護、通所型サービス） 
平成28年５月８日 

那覇市壺屋一丁目 29番 15号 

ライオンズマンション壺屋 102号 

小禄病院 通所リハビリテーション 

(通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション) 
平成27年11月30日 

那覇市字小禄 547番地１ 小禄病院７階 

介護支援センター 和合 居宅介護支援事業所 

（居宅介護支援） 
平成27年９月30日 

那覇市首里大名町３丁目 30番地１ 

特定医療法人葦の会 オリブ山病院 

（訪問リハビリテーション、介護予防リハビリテーション） 
平成28年１月31日 

那覇市首里石嶺町４丁目 356番地 
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随意契約の公表について（クリーン推進課） 

那覇市告示第 155 号  

平成 28 年６月 15日  

 

 

随意契約の公表について 

 

 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第３号に基づき随意契約を行ったので、那

覇市契約規則第 21条第１項第２号の規定により次のとおり公表します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

（２） 契約を締結した後 

事業名 平成 28年度花壇草花植栽維持管理業務委託 

契約締結日 平成 28年５月 20日 

契約相手方の氏名及び住所 

那覇市字古島 12－１ピュアパレス黒潮 101号 

社会福祉法人 伊集の木会 就労支援いじゅの木 

理事長 黒潮 武嗣 

契約額 1,196,802円（消費税込み） 

契約理由 

選定基準を満たし、見積金額が予定価格以下で見

積額が最も低いこと。また、当該業務を委託するこ

とにより、本市の知的障がい者の就業機会の確保と

社会参加を促進し、生きがいづくりを支援できるた

め。 

契約担当課 環境部クリーン推進課 （889-3567） 
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公    告 

平成 27 年度「那覇市情報公開および那覇市個人情報保護制度運用状

況報告書」の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 82 号  

平成 28 年５月 27日  

掲 示 済  

 

 

平成 27年度「那覇市情報公開および那覇市個人情報保護制度運用状況報告

書」の公表について 

 

 

那覇市情報公開条例第32条及び那覇市個人情報保護条例第33条の規定に基づき、

平成 27年度「那覇市情報公開および那覇市個人情報保護制度運用状況報告書」を別

紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

（別紙略）※なお、別紙は市政情報センターにて閲覧可能 

 

 

 

 

 

漂流物について（管財課） 

那覇市公告第 83 号  

平成 28 年５月 31日  

掲 示 済  

 

 

漂流物について 

 

 

水難救護法（明治 32 年法律第 95号）第 29条第１項の規定により漂流物の引き

渡しを受けたので、同法第 25条第２項の規定により、下記のとおり公告します。 

なお、所有者は、那覇市総務部管財課に申し出てください。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６７０号   2016（平成28）年６月15日 

 846 

 

記 

１ 漂流物 

  小型ボート（船外機なし：長さ 3.6ｍ、幅 1.1ｍ、船体ＦＲＰ製 白） 

２ 発見日時 

  平成 28年５月 19日午後５時 35分 

３ 発見場所 

  北緯 26-14.2東経 127-38.2  

那覇港一文字防波堤南端から 311度約２km地点にて漂流 

４ その他参考事項 

  所有者不明の船舶のため、那覇海上保安部にて楊収し引受ける 

５ 保管場所 

  旧西消防署松尾出張所 

６ 保管期限  

  平成 28年 11月 30日 

７ 問い合わせ先 

那覇市役所 総務部管財課 財産管理Ｇ 電話 098-862-9904  

 

 

 

 

 

住民票の職権消除の公示について（ハイサイ市民課） 

那覇市公告第 87 号  

平成 28 年６月２日  

掲 示 済  

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないた

め、住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定

により公示する。 

 なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇

市市民文化部ハイサイ市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇広域都市計画用途地域及び那覇広域都市計画準防火地域の変更

（都市計画課） 

那覇市公告第 96 号  

平成 28 年６月８日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画用途地域及び那覇広域都市計画準防火地域の変更 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項において準用する同法第１

９条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第 21 条第２項におい

て準用する同法第 17 条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の

案を公衆の縦覧に供します。 

 なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに那覇市に意見書を提

出することができます。 

 

 

那覇市 

上記代表者 那覇市長 城間 幹子 

 

 

１ 都市計画の種類 

（１）那覇広域都市計画用途地域 

   （真地久茂地線沿道地区及び港町４丁目地区） 

（２）那覇広域都市計画準防火地域 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

（１）那覇広域都市計画用途地域の変更 

・真地久茂地線沿道地区 

   変更する部分 那覇市楚辺１丁目、樋川１丁目及び２丁目、松尾１丁目

及び２丁目 各地内 

 ・港町４丁目地区 

   変更する部分 那覇市港町４丁目地内 

（２）那覇広域都市計画準防火地域の変更 

   変更する部分 那覇市楚辺１丁目、樋川１丁目及び２丁目、松尾１丁目

及び２丁目 各地内 

 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

  那覇市都市計画部都市計画課（那覇市役所９階） 

 

４ 都市計画の案の縦覧期間 

  平成 28年６月８日（水）から平成 28年６月 22日（水）まで 

  （午前８時 30分から午後５時 15分まで。ただし、土・日・祝日は除く。） 
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の未更新に伴う取消しについて 

那覇市上下水道局告示第４号  

平 成 2 8 年 ４ 月 ５ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の未更新に伴う取消しについて 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10 条第１項第３号の規定に基づき、別紙指定

工事店を取消すので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 
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那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

那覇市上下水道局告示第 12号  

平 成 2 8 年 ６ 月 １ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の取消しについて 

 

 

那覇市下水道条例第 16 条第３項の規定に基づき、次のとおり指定工事店の取消

しを告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 

 

 

指定（登録）番号  第 426 号 

      指定工事店名    星南建設株式会社 

      営業所所在地    那覇市金城３丁目８番地９ 

                一粒ビル 201号  

代表者名      奥濱 政江 

取消し日      平成 28年５月 24日 

      取消し理由     事業の縮小 
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止について 

那覇市上下水道局告示第 13号  

平 成 2 8 年 ６ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の廃止について 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第２号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者廃止名簿 

 

登録番号 事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 

384 星南建設株式会社 
那覇市金城３丁目８番地９    

一粒ビル201号 
奥濱 政江 
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第 14号  

平 成 2 8 年 ６ 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10 条第１項第１号の規定に基

づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長  翁長 聡 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加 

 

登録番号 事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

448 
株式会社 

アクアライン 

広島県広島市中区上 

八丁堀８-８ 

第一ウエノヤビル６Ｆ 

大垣内 剛 
平成28年 

６月３日 
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選挙管理委員会告示 

 

ポスター掲示場の設置場所について 

那覇市選挙管理委員会告示第６号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 4 日  

掲 示 済  

 

 

ポスター掲示場の設置場所について 

 

 

平成 28年６月５日執行予定の沖縄県議会議員一般選挙における沖縄県議会議員

の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例（昭和 56年沖縄県条例第 27号）

第１条第１項の規定によるポスター掲示場を次のとおり設置する-。 

 なお、ポスター掲示場の設置場所の詳細は別紙のとおりとする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第７号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第４条の

２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数並びに地方自治法第

76条第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第

４条第 11項及び第５条第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数

は、それぞれ次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数     5,069人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数     84,477人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数     42,239人 
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期日前投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第８号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所について 

 

 

平成 28 年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙の期日前投票の場所を次のと

おり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

 

 

 

期日前  

投票所名 

投票所に充てる 

施設の名称 
所在地 設置期間 

期日前 

第１投票所 
那覇市役所本庁舎１階 

那覇市泉崎 

１丁目１番１号 

平成28年５月28日 

～ 

平成28年６月４日 

 

午前８時30分 

～ 

午後８時 

期日前 

第２投票所 
首里支所１階会議室 

那覇市首里久場川町 

２丁目 18番地９ 

平成28年５月30日 

～ 

平成28年６月４日 

 

午前８時30分 

～ 

午後８時 

期日前 

第３投票所 

真和志庁舎 

地下コミュニティー 

会議室 

那覇市寄宮 

２丁目 32番１号 

期日前 

第４投票所 

サンエー那覇 

メインプレイス 

５階中央出入口 

那覇市おもろまち 

４丁目４番９号 

平成28年５月30日 

～ 

平成28年６月４日 

 

午前10時 

～ 

午後８時 

期日前 

第５投票所 

イオン那覇店５階西 

エレベーター乗り場 

那覇市金城 

５丁目 10番地２ 
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期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び

氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第９号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任

及び氏名等について 

 

 

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における期日前投票

所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。  

選任者については、別紙のとおりとする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６７０号   2016（平成28）年６月15日 

 864 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６７０号   2016（平成28）年６月15日 

 865 

 

 
 



    那 覇 市 公 報    第１６７０号   2016（平成28）年６月15日 

 866 

 

投票所について 

那覇市選挙管理委員会告示第 10号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

投票所について 

 

 

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙の投票の場所を次のとおり定

め、投票所の詳細は別紙のとおりとする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 11号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における各投票区の投票管理

者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 選任者については、別紙のとおりとする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 
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投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 

那覇市選挙管理委員会告示第 12号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における氏名等の掲示（投票所

氏名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

記 

 

１ 日 時  平成 28年 ５ 月 27日（金） 午後５時 30分 

２ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号  那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会事務局 

 

 

 

開票の場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 13号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

開票の場所及び日時について 

 

 

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における開票の場所及び日時

は、次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

記 

 

１ 場 所  那覇市字識名 1227番地 

         那覇市民体育館 メインアリーナ 

２ 日 時  平成 28年６月５日（日） 午後９時 10分 
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開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

那覇市選挙管理委員会告示第 14号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任及び氏名等について 

 

 

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙における開票管理者及びその

職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

沖縄県議会議員選挙 

 

開票区名 
開票管理者 同職務代理者 

氏 名 氏 名 

那覇市 玉城  彰 當真 良明 
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開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

那覇市選挙管理委員会告示第 15号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

開票立会人決定のくじを行う場所及び日時について 

 

 

平成28年６月５日執行の沖縄県議会議員一般選挙において、開票立会人として届

出のあった者が10人を超える場合又は同一政党その他の政治団体に属する候補者の

届出に係る者が３人以上あるときのくじを行う場所及び日時は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

記 

 

 

１ 場 所  那覇市泉崎１丁目１番１号 

那覇市役所本庁舎 12階 

那覇市選挙管理委員会 

 

２ 日 時  平成28年６月２日（木）  午後５時 
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 16号  

平 成 2 8 年 ５ 月 2 7 日  

掲 示 済  

 

 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第４条の

２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数並びに地方自治法第

76条第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第

４条第 11項及び第５条第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数

は、それぞれ次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会 

委員長 唐 眞 弘 安 

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数      5,072人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数      84,523人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数      42,262人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


